
食品衛生法第 55 条第３項の規定に基づく営業許可有効期間決定要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号。以下「法」という。）第 55 条第３項の 

規定に基づく営業許可有効期間の決定事務等に関して必要な事項を定め、もって営業許可事務の適

正化及び合理化を図ることを目的とする。 

（営業許可有効期間の決定方法） 

第２条 保健所長は、郡山市食品衛生法施行細則（平成９年郡山市規則第 57 号。）第９条に規定する

営業許可申請書・営業届（新規・継続）（第５号様式）を受理したときは、速やかに食品衛生監視員

に、その施設について、福島県食品衛生法施行条例（平成 12 年福島県条例第 80 号。以下「県条例」

という。）第３条に定める営業施設の基準の適否を調査又は審査させるものとする。なお、申請の区分

により次のとおり取り扱うものとする。ただし、調理の機能を有する自動販売機により食品を調理

し、調理された食品を販売する営業（以下「自動販売機営業」という。）、集乳業、自動車による営業

（飲食店営業、魚介類販売業又は食肉処理業）及び露店営業の施設の堅牢性に係る査定については、

第３条のとおり取り扱うものとする。 

１ 新規申請 

 別表第１の１の食品営業施設許可年限決定表（以下「年限決定表」という。）を用い、営業許可有

効期間査定基準（別表第２）により項目の査定を行う。また、衛生管理計画を営業開始前に整備す

ることが可能な事業者については、申請の際に事前に別表第３「衛生管理セルフチェックシート」

（以下「セルフチェックシート」という。）を配布のうえ、現地調査時までに事業者に記入させるも

のとする。食品衛生監視員は、事業者が確認した内容を参考として衛生管理計画の確認を行い、公

衆衛生上必要な措置の取組（計画の整備）について査定を行う。 

２ 継続申請又は事業継続性のある新規申請 

 別表第１の２の年限決定表を用い、営業許可有効期間査定基準（別表第２）により項目の査定を

行う。また、申請の際に事前にセルフチェックシートを配布のうえ、現地調査時までに事業者に記

入させるものとする。食品衛生監視員は、事業者が確認した内容を参考として衛生管理計画及び記

録の確認を行い、公衆衛生上必要な措置の取組（計画・記録の整備）について査定を行う。 

 なお、事業継続性のある新規申請とは、同一事業者が同一業態で廃業新規の手続きを行う場合又

は事業譲渡（法人成り又はその逆）等をいう。 

（営業許可有効期間の付与） 

第３条 県条例第３条に定める営業施設の基準に合致した施設については、別表第４の食品営業許可 

有効期間付与基準により、法第 55 条第３項の規定に基づく営業許可の有効期間を付与する。 

なお、第２条のただし書の営業にあっては、別表第５の食品営業許可有効期間付与基準により、

法第 55 条第３項の規定に基づく営業許可の有効期間を付与する。 

 また、別表第４及び別表第５により付与した年限に加え、公衆衛生上必要な措置の取組が行われ

ていることが確認された場合は、１年を加算する。 

附則 

１ この要領は、令和３年６月１日から施行する。 

２ 食品衛生法第 21 条第３項の規定に基づく営業許可有効期間決定要領（平成９年４月１日施行。以

下「旧要領」という。）は、廃止する。 



３ この要領の施行の際現に旧要領に基づき許可年限が決定された施設にあっては、当該許可の有効

期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１の１（新規申請の場合） 

 

食品営業許可年限決定表 

査定項目 内容 査定結果 

1 建 物 鉄骨又は鉄筋コンクリート、ブロック、石材、れんが造り  

2 天井及び内壁 コンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材  

3 天井の構造 パイプ等は全て天井裏に収納され、天井面が平滑で明色  

4 
床及び内壁  

の 腰 張 り  
コンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材  

5 
内壁及び床  

の 構 造  

内壁と床の境界が R 構造であり、内壁の腰張りがある場合

は、上部が 45°以下の取付構造 
 

6 空 調 設 備  機械式による室温管理  

7 洗 浄 設 備  
コンクリート、タイル、陶製、ステンレス等耐蝕性金属材で温

湯の給湯設備があるもの 
 

8 保 管 設 備  
コンクリート、石材、ブロック、れんが、ステンレス等耐蝕性

金属材 
 

9 
冷 蔵 及 び  

冷 凍 設 備  
機械式  

10 
製造、加工、調

理及び販売設備 
コンクリート、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材  

11 給 水 設 備  水道水  

12 便 所 水洗式  

適合項目数（A） （年） 

 

査定項目 査定結果 備考 

食品衛生法第 51 条の規定の適合（計画の作成）  基準 A 

（B）※〇の場合は+１年  基準 B 

査定年限（A）+（B）       年 

 

 

 

 

 

 



別表第１の２（継続申請又は事業継続性のある新規申請の場合） 

 

食品営業許可年限決定表 

査定項目 内容 査定結果 

1 建 物 鉄骨又は鉄筋コンクリート、ブロック、石材、れんが造り  

2 天井及び内壁 コンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材  

3 天井の構造 パイプ等は全て天井裏に収納され、天井面が平滑で明色  

4 
床及び内壁  

の 腰 張 り  
コンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材  

5 
内壁及び床  

の 構 造  

内壁と床の境界が R 構造であり、内壁の腰張りがある場合

は、上部が 45°以下の取付構造 
 

6 空 調 設 備  機械式による室温管理  

7 洗 浄 設 備  
コンクリート、タイル、陶製、ステンレス等耐蝕性金属材で温

湯の給湯設備があるもの 
 

8 保 管 設 備  
コンクリート、石材、ブロック、れんが、ステンレス等耐蝕性

金属材 
 

9 
冷 蔵 及 び  

冷 凍 設 備  
機械式  

10 
製造、加工、調

理及び販売設備 
コンクリート、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材  

11 給 水 設 備  水道水  

12 便 所 水洗式  

適合項目数（A） （年） 

 

査定項目 査定結果 備考 

食品衛生法第 51 条の規定の適合（計画の作成、記録）  基準 A 

（B）※〇の場合は+１年  基準 B 

査定年限（A）+（B）       年 

 

 

 

 

 

 



別表第２ 

営業許可有効期間査定基準 

第１ 総括事項 

１ 査定は、すべての項目について行うこと。したがって、県条例第３条に定める営業施設の基準で

規定されていない項目にあっても、査定項目の内容に適合するものがある場合は、年限決定表の査

定結果欄に〇印を記入すること。 

 

２ 査定項目の内容に該当するものがない場合は、適合しないものとすること。 

 

３ 材質がコンクリートと材木など２種類以上で、年限決定表の査定項目の内容に該当しない材質

（木材）がある場合は、適合しないものとすること。 

 

４ 設備は、固定式のものとする。ただし、可動式のものであっても、主に定置して使用するものは

設備とみなすこと。 

 

５ タイルは、陶製タイルとし、合成樹脂製のゴムタイル又はビニールタイル等は、該当しないもの

とすること。 

 

６ 耐蝕性金属材は、ステンレス、アルミニウム等長期間にわたり腐食しない性質を有する金属と

し、鉄に塗装したもの、トタン、ブリキ等は該当しないものとすること。 

 

７ 法第 51 条の規定に基づき、公衆衛生上必要な措置を定め、実行しているか（新規申請にあって

は、計画を定めているか）について、事業者が事前に確認したセルフチェックシートの内容を踏ま

え、食品衛生監視員が適否を確認し、適合する場合は査定結果欄に〇印を記入すること。 

 

８ 備考欄には、食品衛生法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 23 号。以下「省令」という。）第 66 条

の２第２号の規定による基準の適用を記入すること。なお、法第 51 条第１項第２号に規定する食品

衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組について、省令別表第

18 により行っている場合は基準 A とする。食品衛生法施行令（昭和 28 年政令第 229 号。以下「政

令」という。）第 34 条の２に規定する小規模な営業者等が、その取り扱う食品の特性に応じた取組

により行っている場合は基準 B とする。また、基準 B は政令第 34 条の２に規定する営業者を対象

とし、基準 A はそれ以外の営業者を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２ 項目別事項 

 

査定項目 １ 建物 

内容 鉄骨又は鉄筋コンクリート、ブロック、石材、レンガ造り 

範囲 営業施設の建物の構造について、査定すること。ただし、別棟の倉庫棟は、査定

の対象としないこと。 

留意事項 １ 建物は、基本構造を査定すること。したがって、壁、扉、窓枠等の構造が部

分的にモルタル、木材、合成樹脂材であっても、基本構造が該当すれば、適合と

すること。 

２ 木造モルタル造りは、適合しないこと。 

 

査定項目 ２ 天井及び内壁 

内容 コンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材 

範囲 県条例で規定している食品又は添加物を取り扱う区域（保管設備及び冷蔵・冷凍

設備を除く。）の天井及び内壁を査定すること。 

留意事項 １ 天井及び内壁の両方が該当する場合は、適合とすること。 

２ 表面の材質で査定すること。したがって、コンクリートの表面に木材又は合

成樹脂材を張った場合は、木製又は合成樹脂材の材質として査定し、適合しな

いこと。 

３ 表面の塗料は、査定の対象としないこと。したがって、コンクリートに塗装

を施した場合は、コンクリートとして査定すること。 

４ 扉、窓枠等は、査定の対象としないこと。 

５ 飲食店営業において、調理場が客席と間仕切り等で完全に区画されていない

場合は、調理場の部分のみを査定の対象とすること。 

６ ガラスは、適合とすること。 

７ プラスターボード（石こうボード）及びしっくいは、適合しないこと。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



査定項目 ３ 天井の構造 

内容 パイプ等は全て天井裏に収納され、天井面が平滑で明色 

範囲 県条例で規定している食品又は添加物を取り扱う区域（保管設備及び冷蔵・冷凍

設備を除く。）の天井の構造を査定すること。 

留意事項 １ パイプ等とは、水道管、ガス管等の配管及び給排気ダクトとする。 

２ パイプ等、照明器具及びレンジフードの収納又は取付状態について、査定す

ること。なお、査定は、天井の部分に限って行うこととし、壁面及び床面のパ

イプ及び垂直配管の収納又は取付状態については、査定の対象としないこと。 

３ 製造ラインで使用されるパイプは、査定の対象としないこと。 

４ 紫外線殺菌灯、スプリンクラーヘッド、煙探知機等の営業上やむを得ず設置

される設備は、査定の対象としないこと。 

５ 照明器具は、天井と一体化している場合は、適合とすること。 

〔適合例〕 

 
〔適合しない例〕 

 

６ レンジフードは、外側の覆い等により天井と一体化している場合は、適合と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



査定項目 ４ 床及び内壁の腰張り 

内容 コンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材 

範囲 県条例で規定している食品又は添加物を取り扱う区域（保管設備及び冷蔵・冷凍

設備を除く。）の床面及び内壁の腰張りを査定すること。 

留意事項 １ 表面材質で査定すること。したがって、例えばコンクリートに木材又はビニ

ールタイルを張った場合は、木材又は合成樹脂材と査定し、適合しないこと。 

２ 表面の塗装は、査定の対象としないこと。したがって、例えばモルタルに塗

装を施した場合は、モルタルと査定し、適合すること。 

 

査定項目 ５ 内壁及び床の構造 

内容 内壁と床の境界が R 構造であり、内壁に腰張りがある場合は、上部が 45°以下の

取り付け構造 

範囲 県条例で規定している食品又は添加物を取り扱う区域（保管設備及び冷蔵・冷凍

設備を除く。）の内壁及び床の構造を査定すること。 

留意事項 １ 内壁及び床の境界が R 構造であり、内壁に腰張りがある場合は、上部 45°以

下の取付構造であるものは、適合とすること。 

２ R 構造の半径の程度は考慮しないこと。したがって、例えば内壁と床の境界

が埋め込まれている場合は、適合とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



査定項目 ６ 空調設備 

内容 機械式による室温管理 

範囲 県条例で規定している食品又は添加物を取り扱う区域（保管設備及び冷蔵・冷凍

設備を除く。）の空調設備を査定すること。 

留意事項 １ 室温管理や湿度管理を行うことができる空気調和設備又は機械換気設備を有

する場合は、適合とする。 

２ 空気調和設備とは、空気を浄化し、その温度湿度及び流量を調節して供給す

ることができる設備をいう。 

３ 機械換気設備とは、空気を浄化し、その流量を調節して供給することができ

る設備をいう。 

４ 調理場等の食品を取り扱う区域とその他の営業に必要な場所が間仕切り等で

完全に区画されていない場合は、その他営業に必要な場所を含めた空間の空調

設備を査定すること。 

 

査定項目 ７ 洗浄設備 

内容 コンクリート、タイル、陶製、ステンレス等耐蝕性金属材で温湯の給湯設備があ

るもの 

範囲 １ 食品、機械器具等の洗浄に使用する洗浄設備について、査定すること。 

２ 温湯の供給設備は、１か所以上の供給設備の有無について、査定すること。 

留意事項 １ 洗浄設備は、水槽部分及びそれを支える脚部をいう。 

２ 給水パイプ、蛇口、排水パイプは、査定の対象としないこと。 

３ 一部木製のものは、適合としないこと。したがって、例えば水槽部分がステ

ンレス製で脚部が木製のもの、下部が木製戸棚等のものは、適合しないこと。 

４ 温湯の供給設備は、１か所以上の洗浄設備で温湯が供給されれば適合とする

こと。 

５ 瞬間湯沸器は、適合とすること。 

６ 手洗設備は、査定の対象としないこと。 

 

査定項目 ８ 保管設備 

内容 コンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材 

範囲 機械器具及び容器包装の保管設備について、査定すること。 

留意事項 １ 戸棚内部の棚等仕切り部分が木製の場合は、適合しないこと。 

２ ガラスは、適合とすること。 

 

 

 

 

 

 



査定項目 ９ 冷蔵及び冷凍設備 

内容 機械式 

範囲 食品及び添加物の保存に使用する冷蔵及び冷凍設備について、査定すること。 

留意事項 １ 冷蔵又は冷凍設備であれば、適合とすること。 

２ 機械式とは、電気、ガス等を動力源として冷却器を稼働させるものをいうこ

と。 

 

査定項目 10 製造、加工、調理及び販売設備 

内容 コンクリート、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材 

範囲 県条例で規定している食品又は添加物を取り扱う区域で、製造、加工、調理及び

販売に使用する設備（洗浄設備、保管設備並びに冷蔵及び冷凍設備以外の主要な

設備）について、査定すること。 

留意事項 一部木製等のものは、適合しないこと。 

 

査定項目 11 給水設備 

内容 水道水又は規則に規定する水 

範囲 １ 食品又は添加物の製造、加工、調理及び販売に使用される水について、査定

すること。 

２ 食品、添加物、器具及び容器包装の洗浄に使用する水並びに手洗設備に使用

する水について、査定すること。 

３ 冷却その他の食品又は添加物の安全性に影響を及ぼさない工程における使用

水は、査定の対象としないこと。 

留意事項 １ 水道水とは、水道法（昭和 32 年法律第 177 号）の適用を受ける水道から供

給される水とすること。 

２ 規則に規定する水とは、規則第６条第５項第１号及び第２号に規定する水と

すること。 

３ 水道水又は規則に規定する水とそれら以外の水を併用している場合は、適合

しないこと。 

 

査定項目 12 便所 

内容 水洗式 

範囲 営業許可に係るすべての便所について、査定すること。 

留意事項 公共下水道及び浄化槽による処理以外は、適合しないこと。 

 

 

 

 

 

 



査定項目 公衆衛生上必要な措置 

内容 計画の作成、記録の整備 

範囲 業種ごとに必要な事項について、査定すること。 

留意事項 １ 衛生管理計画に必要な項目は、最低限、業界団体が作成した手引書に記載さ

れる項目（食品衛生法施行規則別表第 17 及び第 18 の該当する項目）とする。 

２ 衛生管理計画は、衛生管理セルフチェックシートにチェック（「はい」と回

答）のあった各項目において、手引書と同等と判断される内容が策定されてい

る場合に適合とするが、理由なく内容を省略している場合は不適とする。 

３ 記録は、事業者が設定する、取り扱う食品又は添加物が使用され、又は消費

されるまでの期間を確認し、１月以上の場合は、抽出的な確認とする。 

４ 施設の衛生管理実施内容が計画及び記録と大きく乖離している施設は不適と

する。 

５ 基準 A の施設における衛生管理計画の確認にあっては、過去１年以内に監視

指導を行っている場合は、当該監視時からの変更内容の確認をもって適合とし

て差し支えないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表３ 

衛生管理セルフチェックシート 

記載者氏名：              施設名：                      

 

No. 項目 
回答欄 

はい いいえ 

１ 衛生管理計画を策定していますか？ □ □ 

２ 

１の計画に、日常的な衛生管理に必要な次の項目が含まれていますか？ 

必須項目 

施設の衛生管理 

（施設の清掃・消毒・整理等） 
□ □ 

設備の衛生管理 

（機械、器具等の洗浄・消毒・適正使用等） 
□ □ 

食品等取扱者の衛生管理 

（健康管理・記録、検便、作業着の取扱い、手洗い等） 
□ □ 

業種・規模

等 に 応 じ

て 必 要 な

項目 

使用水の管理 ※井戸等の自己水源の場合又は貯水槽がある場合は必須 

（殺菌装置の設置・管理、貯水槽の清掃、水質検査等） 
□ □ 

ねずみ及び昆虫対策 

（侵入防止、駆除の実施と記録の保管、殺そ剤・殺虫剤の使用と管理等） 
□ □ 

廃棄物及び排水の取扱い 

（廃棄物の保管と廃棄方法、排水の処理等） 
□ □ 

情報の提供 

（消費者への情報提供、保健所への健康被害等の情報提供） 
□ □ 

回収・廃棄 

（食品衛生上の危害等が発生した食品等の回収、保健所への報告等） 
□ □ 

食品等取扱者への教育訓練 

（食品等取扱者に対する衛生管理に必要な教育の実施等） 
□ □ 

検食の実施 ※１回 300 食又は１日 750 食以上を調理する場合は必須 

（保存方法・期間、記録方法等） 
□ □ 

食品を運搬する際の管理 ※食品の運搬がある場合のみ 

（運搬車両、コンテナ等の清掃・洗浄・消毒、汚染防止、温度管理等） 
□ □ 

食品を販売する際の管理 ※食品の販売がある場合のみ 

（適切な量の仕入れ、温度管理等） 
□ □ 

３ 
１の計画に重要な工程管理（食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工

程を管理するための取組）に関する内容が含まれていますか？ 
□ □ 

４ 衛生管理計画に基づき記録を整備していますか？ □ □ 

 

  【保健所記入欄】（この欄には保健所が記載しますので記載しないでください） 

□ 新規営業→１～３に回答                   □ 基準 A 

□ 継続営業又は事業継続性のある新規営業→全て回答       □ 基準 B 

 調査年月日            調査者                適 ・ 不適  

備考                                             



 

別表４ 

 

食品営業許可有効期間付与基準 

 

営業の種類 一般の営業 

適合項目数 
新規又は

継続の別 
営業許可有効期間 

１～４ 
新規 ５年以上６年未満の範囲内において保健所長が定める期間 

継続 ５年 

５～８ 
新規 ６年以上７年未満の範囲内において保健所長が定める期間 

継続 ６年 

９～10 
新規 ７年以上８年未満の範囲内において保健所長が定める期間 

継続 ７年 

11～12 
新規 ８年以上９年未満の範囲内において保健所長が定める期間 

継続 ８年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表５ 

 

食品営業許可有効期間付与基準 

 

営業の種類 自動販売機営業 

新規又は 

継続の別 
営業許可有効期間 

新規 ５年以上６年未満の範囲内において保健所長が定める期間 

継続 ５年 

 

営業の種類 集乳業 

新規又は 

継続の別 
営業許可有効期間 

新規 ６年以上７年未満の範囲内において保健所長が定める期間 

継続 ６年 

 

営業の種類 自動車による営業（飲食店営業、魚介類販売業又は食肉処理業） 

新規又は 

継続の別 
営業許可有効期間 

新規 ５年以上６年未満の範囲内において保健所長が定める期間 

継続 ５年 

 

営業の種類 露店営業 

新規又は 

継続の別 
営業許可有効期間 

新規 ５年以上６年未満の範囲内において保健所長が定める期間 

継続 ５年 

 

営業の種類 自動調理機により飲料を調理する営業 

新規又は 

継続の別 
営業許可有効期間 

新規 ５年以上６年未満の範囲内において保健所長が定める期間 

継続 ５年 

 


